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ニューズレター発刊の辞 
 
夫馬 進 
 

 2003 年 3 月 24 日、わたしは東京地下鉄のとある駅の近

くで、鉄火どんぶりを食いビールを飲みながら、サダム・

フセインの演説を聞いていた。それはアメリカ軍による猛

爆にもかかわらず自らが生きていることを誇示すると同時

に、イラク国民と世界のイスラム教徒に対して「聖戦」の

ため起ち上がれ、と煽動するものであった。それは「戦闘

の同時中継」という珍妙な映像とともに、テレビを持つ世

界中のほとんどの人がほぼ同時に見たはずのものである。

私はその映像を目にしつつ、ぼんやり「グローバル化」と

いうタームを反芻していた。 
とはいえ実はその 10 分ほど前、ある大学図書館で朝鮮文

献に押された印章、篆書で刻まれた印章を、メガネをはず

したり睨めっこしたりして何とか判読でき、ホットしたと

ころであった。ビールを片手にしたのは、このためである。

東京のいくつかの図書館に蔵されるいくつかの朝鮮文献に

押された印章を判読する、というのが、今回の公費出張の

唯一の目的であった。世界が大きく回り画面の向こうで人

が殺されているというのに、数百年前に誰かが押した印章

を読む。このようなことをする人物を、かつての東アジア

世界では迂儒、迂生と呼んだ。 
 篆刻を読みに東京へ出かけたのは、日本現存の燕行録に

ついてそれらの解題を書き、ちょうど校正をしていたから

である。篆書に不慣れな私がこのような作業までせざるを

得なかったのには、様々な原因があるが、一つには私が編

纂に関与し韓国で出版された『燕行録全集日本所蔵編』と

いう編纂物とほぼ同時に、同じく韓国で出版された 100 冊

に及ぶ膨大な資料集の編纂のデタラメさに驚き、これが資

料集であるが故にいかに長期にわたって世界の研究者を混

乱させ続けることになるのかと危惧しつつ、その向こうを

はって自分が編纂した資料集については、できる限り正確

な、かつ必要にして十分な学術情報を世界の研究者に提供

したい、との一種の思い上がりがあったからである。しか

し、できるだけ正確かつ必要にして十分な学術情報、具体

的には日本に現存するいくつかの朝鮮文献が、撰者たちの

自蔵本である、つまり撰者たちは自らの旅行記を書き著し

た上で押印し、自分のためにこれを保存していたものであ

ることを実証することに、現に生きる我々にとって何ほど

の意味があるのであろうか。一方でイラク戦争が勃発して

いるにもかかわらず、一方で数百年前に押された印章を読

み解いている。私は自分が字義通りの「迂生」であること

を実感するとともに、このような「迂生」をも許容してく
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れるこの社会の豊かさ、ありがたさを感じざるを得なかっ

た。 
 私たちは世界を解釈するに際し、文献実証主義というも

のを身につけてしまった。ことに京都大学文学研究科の史

学系では、学生諸君が何を考えようと何に関心を持とうと

全く自由で干渉されることはないが、史料的裏付けを欠い

た議論は重視されないし、かりに卒業論文や修士論文で原

典を軽視したり読み誤ったりすれば、試問の席でこっぴど

く叱られることになっている。確かに我々は、現に生きる

人々の多くが、このような実証主義とはほとんど無縁に生

き、そればかりかむしろしばしば、エモーショナルなもの、

時には「煽動」と呼ぶべきものの力によって生きているこ

とを知っている。エモーショナルなものが生きるうえでま

た世界を変えるうえでいかに大切であるか、いやむしろす

ぐれた実証主義研究の根底がいかにエモーショナルなもの

によって強く支えられているかは、顧炎武や内藤湖南を引

き合いに出すまでもなく、我々は経験的に知るところであ

る。逆に実証的研究がいかに簡単にエモーショナルなもの

に足をすくわれるかも、我々は知っている。にもかかわら

ず、いやその故にこそ、我々は文献実証主義というものを

重視し続けるほかないと思う。 
 我々の研究は題して「東アジアにおける国際秩序と交流

の歴史的研究」という。文学研究科 21 世紀ＣＯＥプログラ

ム「グローバル化時代の多元的人文学の拠点形成」の一環

をなす。この研究に参加する研究者は学生諸君をも含め、

その根底にあるエモーショナルなものはそれぞれに異なる

であろう。東アジアにおける国際秩序を問題とする以上、

民族主義などといった得体の知れないものと関わらざるを

得ないし、格闘せざるを得ないかもしれない。 
文部科学省は我々にセンター・オブ・エクセレンスにな

れ、と命ずる。わずかな研究資金によって、研究と教育特

に事務をサポートしてくれる恒常的な助手もなしで、書類

が山と積まれた机の周りを毎日こまねずみのように動き回

るしかない我々であっても、「世界の研究教育拠点」を形成

せねばならない。果たしてこのような研究環境で、少なく

とも世界の研究者を混乱に陥れることのない、そして願わ

くは世界で評価されるようなエクセレンスというべき仕事

ができるのであろうか。文献実証主義を標榜しながら、『四

庫全書存目叢書』すら購入できないし、文献をじっくり読

むだけの時間も与えられない。もしかしたら我々を取り巻

く研究環境は、半世紀以上も前の先輩たちが「精神主義」

で世界と競争せよ、「聖戦」を戦えと命ぜられていた時代と、

ほとんど変化がないのかも知れない。これは先に記した「豊

かな社会」という実感とは相矛盾した実感であるが、これ

も事実である。我々はこの事実を笑って受け止めるしかな

い。 
 しかし私は思う。「迂生」と呼ばれるのは、人文学にたず
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さわる者の一種の宿命であり、社会はゆったりした成果の

還元を求めこそすれ、我々にただちに「役に立つ」ことを

求めてはいない。人文学の道を進む「迂生」は、いつもど

こかで「精神主義」と背中合わせである。 
この研究会でも、遅ればせながらニューズレターを発刊

することになった。西里先生と岩井先生に原稿を依頼した

ところ、いずれもすばらしいものをお寄せくださった。今

後ともこのニューズレターが「迂生」を励まし続けてくれ、

国内はもとより世界の研究者に交流の場を提供し続けてく

れることを、心より願う。 
（研究会代表者・京都大学文学研究科教授） 
巻頭写真文献解説 
『玉河日記』不分巻 朝鮮 金賢根撰 京都大学文学部図書

館蔵 
鈔本、三冊。印章は、「京都帝国大学図書之印」と明治四

十三年（一九一〇）の受け入れ印がある。現在のところ他

の写本の現存を確認できない。随所に書き込みや削除の跡

があり、撰者の稿本であることは疑いない。虫食いが甚だ

しく、判読できない部分がある。 
撰者の金賢根は明温公主の駙馬であり、東寧尉であった。

憲宗 3 年（道光 17 年＝1837）燕行使の正使であった時の

日記である。玉河日記とは、北京における宿舎を玉河館と

呼んだことにちなむ。 
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ペリー艦隊関係の琉球側史書・史料とその周辺 
 

 

西里 喜行 

 

はじめに 
 
 米英軍のイラク侵略が世界秩序の激変の序曲となる可

能性は増大しつつあるかのように見える。とは言え、21
世紀の新たな世界秩序が20世紀や19世紀のそれとどのよ

うに異なるのか、今日の時点でその枠組みを展望すること

は容易ではない。ただ、21 世紀の東アジアにおける国際

秩序も激変を迫られるであろうという予感は大方の共有

するところとなっているように思われる。 
 奇しくも、今年2003年は一九世紀における東アジア国

際秩序の歴史的変動の序曲となった「ペリー艦隊」の琉

球・日本「遠征」150周年に当たる。50年前の 1953年に

は、沖縄戦を経た後の米軍統治下の沖縄において、琉米友

好親善事業の一環として「ペリー提督来琉 100周年記念」

事業が盛大に繰りひろげられた。サンフランシスコ講和条

約が発効して、沖縄が日本から切り離された後の米軍基地

建設最中のことである。今また世界秩序の新たな変動の予

感に緊張を強いられながら、一九世紀中葉の東アジア国際

秩序の変動の直中にあった琉球王国に軸足を移し、当時の

琉球人たちがペリー艦隊の来航をどのように認識し、記録

したのかという視点から、琉球側の史書・史料とその周辺

の問題点を点検しておきたい。 
 
Ⅰ アメリカ側文献・文書に見るペリー提督の琉球認識と

琉球滞在期間の動向 
 
 ペリー艦隊の日本遠征に関するアメリカ側の文献・文書

については、すでに土屋喬雄・玉城肇訳『ペルリ提督日本

遠征記』（岩波書店）や洞富雄訳『ペリー日本遠征随行記』

（雄松堂）などの邦訳書があり、「遠征」の詳細な顛末は

周知のとおりである。むろん、ペリー艦隊関係のアメリカ

側文献・文書の中には琉球に関する記述も少なくない。ペ

リー提督の琉球認識や琉球滞在中の艦隊乗組員の動向な

どについて、アメリカ側の文献・文書によって確認される

周知の主な事項を列挙すれば、次の通りであろう。 
 ①日本「遠征」に当たって、ペリー提督は艦船の停泊港

として琉球諸島の一部を占拠し、あるいはイギリスに対抗

する将来の軍事的拠点として位置づけ、琉球王国をアメリ
「東
カ合衆国の影響下に置く構想を政府当局へ提示していた

こと（ペリーの海軍卿宛1852年12月14日付書簡等）、 
 ②ペリー提督は日本「遠征」の途次、前後五回にわたっ

て琉球へ寄港し、1853年 5月26日から54年 7月17日

までの一年二ヶ月もの間、艦隊所属の艦船の一部を常時琉

球に停泊させ、石炭貯蔵所や乗組員の宿舎を確保し、乗組

員の一部を常駐させるなど、日本開国交渉のための前線拠

点として琉球を位置づけたこと、 
 ③ペリー提督は琉球当局に対して首里城の公式訪問、国

王との会見を要求し、琉球当局の執拗な反対を押し切って、

1853年 6月 6日軍楽隊の先導のもとに那覇から首里へ行

進し、首里城へ入城して摂政などと会見、翌年の初頭にも

年頭の挨拶のためと称して首里城へ乗り込んだこと、 
 ④1854 年6 月12 日（咸豊4 年5 月17 日）、那覇港停

泊中のレキシントン号の乗組員が那覇市中で飲酒し、民家

へ押し入って婦人を強姦したことから、激昂した民衆に取

り押さえられて殺害された事件が起こり、殺害犯人の引き

渡しや関係者の訊問などをめぐって、ペリー提督側と琉球

当局の交渉が繰り返されたこと（ボード事件）、 
 ⑤ペリー提督は日米和親条約を締結して日本開国に成

功した後琉球へ寄港し、最後の琉球滞在期間に、琉球当局

とも条約交渉を試み、1854 年 7 月 11 日、日米和親条約

とほぼ同内容の琉米修好条約を締結・調印したこと、等々

である。 
 
Ⅱ 琉球側史書・史料における「ペリー艦隊」の取り上げ

方 
 
 現在では歴史的大事件として日本史や世界史に記録さ

れているペリー艦隊の「遠征」は、琉球側の史書や史料に

はどのように記録され、取り扱われているのだろうか。ま

ず、琉球の正史ともいうべき『球陽』には、ペリー艦隊の

来航に関する記事はほとんどなく、ただ尚泰六年（咸豊3
年）の条に、 

本年五月、竜舟の競渡を停止す。此の年、亜美理堅
ア メ リ カ

船

の到来するに因り、五月初四日の竜舟の競渡を停止す

（巻二十二） 
と記載しているだけである。恒例の海神祭りの爬竜船競争
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を停止した理由として、「亜美理堅船の到来」に言及して

いるに過ぎず、直接ペリー艦隊の動向について記述してい

るわけではない。『球陽』が中国側の册封使の目に触れる

ことを恐れて、「本巻」とは別に薩琉関係の史実を収録す

るために編纂されたと言われる「附卷」でも、尚泰七年（咸

豊4年）の条に、 
七年甲寅、飛船水梢の功労を褒嘉して、皆に爵位を賜

う。去年、緊急の公務を稟報する事の為に、那覇・知

念郡等の処の人民を選びて其の水梢に充つ。該水梢人

等、風汛期を過ぎるの時に当たるも、善く船楫を操り、

早々に薩州へ到り、事竣りて回国す。是れに由りて、

朝廷は皆に爵位を賜いて以て褒典を示す。 
と記述して、「緊急の公務」などと曖昧な表現をしている

だけであるが、ペリー艦隊の来航を薩摩へ報告するための

「公務」であることは推測に難くない。同種の記事は異国

船の来航の度に頻出する。『球陽』に次ぐ史書としての『中

山世譜』の場合も、「本巻」にはペリー艦隊に関する記載

はないものの、「附卷」の咸豊五年の条に、 
本年、特に向氏高嶺親方朝行を遣わす。旧年、亜米理

幹国の提督、国に到りて箇条を発出し、強いて押印を

求むることあり。総理官・布政官自ら、固執して允さ

ざれば、勢い必ず害の国に及ばんことを料り、乃ち已

むを得ず押印して之を交す等の情を詳明せしむ。 
とあって、ペリー提督との間で琉米修好条約が締結された

経緯を報告するための使者派遣に言及している。ここでは、

間接的ではあれ、条約交渉の経緯と条約締結の事実が記録

されていることに留意すべきであろう。 
 『球陽』や『中山世譜』の「本巻」にはペリー艦隊に関

する記述がなく、わずかに「附卷」において薩摩への報告

と関わる範囲で短く記述しているに過ぎないということ

は、琉球側にペリー艦隊に対する関心がなかったか、弱か

ったことを意味するのだろうか。むろん、そうではあるま

い。琉球側が最大の関心をもってペリー艦隊に対応したこ

とは、同時代史料としての行政文書たる膨大な『琉球藩評

定所書類』の存在によって証明されている。当時の琉球王

府が蓄積したペリー艦隊に関する行政文書は、「日本復帰」

後に沖縄県が編纂・発行した『沖縄県史料』近代二（ペリ

ー来航関係記録一）、近代三（ペリー来航関係記録二）、浦

添市が編修・発行した『琉球王国評定所文書』第七巻、第

八巻、第九巻、第十二巻、第十七巻、第十八巻、補遺別巻

などに収録されている。これらの膨大な文書によって、琉

球におけるペリー提督の動向や艦隊所属の乗組員の行動

を詳細にフォローすることは可能である。これほど膨大な

文書史料が蓄積されているにもかかわらず、琉球王府側の

史書にほとんど反映されていないのは何故であろうか。慎
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重に検討されるべき課題の一つというべきであろう。 
 『琉球王国評定所文書』と並んで琉球史料の双璧とみな

される『歴代宝案』についても、同様の問題が存在する。

現在、『歴代宝案』の校訂・訳注作業が進行中であり、外

交史料集としての『歴代宝案』文書の価値が注目されつつ

あるけれども、琉球王府の責任のもとに編纂された『歴代

宝案』には、ペリー来航関係の文書はほとんど収録されて

いない。『歴代宝案』第二集の目録及び本文によれば、咸

豊三年から五年までの文書を収録しているのは第二集 巻
193、巻194、巻195、巻196、巻197の五巻であるが、

そのいずれにもペリー艦隊に関する清国当局との往復文

書は収録されていない。ただ巻194 の10号文書と巻196 
の 30 号文書の中で、宮古島へ漂着した英国籍の苦力貿易

船の乗組員を救助するために、英国籍の宣教師ベッテルハ

イムが「今亜美理堅船の到来するに逢う。応さに亜官に勧

めて其れをして該島へ飛赴し、該難人三十名を取りて回籍

せしむべし」と提案したことに言及しているだけである。 
 英仏等の異国船に関する文書を集成した『歴代宝案』の

「別集」（仏英情状）についていえば、台湾大学の写本（台

大本『歴代宝案』第15 冊）の場合は道光24 年 8 月から

道光28 年 8 月までの文書13 点を収録しているだけで、

道光 29 年以降の異国船に関する清国当局との往復文書は

収録されていない。従ってペリー艦隊の動向に関する往復

文書を台大本『歴代宝案』の中に見出すことは不可能であ

る。それならば、琉球王府はペリー艦隊の動向について清

国当局へ全く報告しなかったのであろうか。むろん、そん

なことはあり得ない。 
 『歴代宝案』の諸異本の中でも最も信頼度が高いと評さ

れる故鎌倉芳太郎氏の影印本（鎌倉本）の中には、道光

26年12月から咸豊5年8月までの間の異国船に関する清

国当局との往復文書 26 点が収録されており、やはり「別

集」（仏英亜三国情状）としてまとめられている。同じく

「別集」と称しながらも、台大本と鎌倉本に共通して収録

されているのは一点だけで他はすべて異なり、前者が道光

28年までの文書を収録しているのに対して、後者は咸豊 5
年までの文書を含んでいる。両者の相違が何故に生じたの

かは判然としないけれども、ペリー艦隊の動向について琉

球当局から清国当局へ報告された文書（咨文）は鎌倉本の

「別集」19号文書と23号文書だけである。いずれも長文

の咨文であるが、まだ『歴代宝案』校訂本・訳注本には収

録されていないので、ここで紹介しておきたい。19 号文

書の全文（読み下し文）は次の通りである。 
 

琉球国中山王世子尚 咨請の事の為にす。 
 照し得たるに、咸豊三年四月十九、二十一、二十三
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等の日に、亜美理堅提督、火輪船一隻に坐駕し、兵船

四隻を率同して先後して国に到るあり。随即に官に委

して来歴を訪問せしむ。通事の口称するに拠るに、「本

船は亜美理堅の欽差大臣兼水師提督被理の坐する所に

係る。その余の四隻はその属官に係る。本月初十日、

上海縣に在りて一斉に開船し、直ちに貴国に到る。現

在、各船の一切の日用物件は特に脚船を撥して開単し

て需索せんとす。必ず遅滞するあれば便ならず。小官

五六名をして上岸して寄居せしめ、以て物件を備辧す

るに便ならしめんことを乞う。事は提督大人の鈞諭に

関わる」等の由あり。随
つ

いで著してその寄居するを辞

せしむるも、該提督は聽従するを肯んぜず。乃ち二十

三日に於いて、強いて小官三名をして上岸して居住せ

しむ。嗣
つ

いで提督の啓称に拠るに、「本月三十日、官兵

を携帯して進みて王宮に到り、大臣に面会して以て物

件を備辧するの謝を鳴せんとす」等の由あり。当即に

官に飭して文を具え、他の公廨に在りて相い会し謝を

鳴せんことを懇請す。該夷、大いに怒りて允さず。三

十日に至り、果たして兵卒を提
ひき

い、浩浩蕩蕩として擅
ほしい

ままに自ら宮中に闖進す。敝国、力の支うべきなけれ

ば、乃ち大臣に著して相い会せしむ。該夷は既に謝礼

を行う。また告ぐるに和を通じ好を結ぶを以てす。随

即に由を具えて請辞したれば、該夷黙然として兵を引

きて帰る。五月二十二日、また亜船二隻到来す。一船

の搭有せる華人二名は、擅ままに自ら上岸し、伯徳令
ベッテルハイム

と一室に同居す。該船二隻未だ幾くならずして回
かえ

り去
ゆ

く。五月二十五、二十六等の日に至って、該提督の船

は原船三隻を率同し、先後して回り去く。乃ち一隻を

留めて国に在らしむ。六月二十、二十二等の日に至り、

該提督の船は原船二隻を率同し、先後して再来す。一

船は何の処に駛去するやを知らず。旋
つ

いで提督の啓称

するに拠るに、「小官の居る所の近辺に於いて廠一間を

起こし、煤炭を収蔵し、また各様の土布・漆器・磁器

等の物を収買せんことを乞う」等の由あり。随いで着

して文を具え請辞せしむるも、該提督、艴然
ふつぜん

として大

いに怒り、乃ち云う。「倘
も

し請う所を允
ゆる

さざれば、直ち

に王宮へ入り、親ら国王に見えて陳請すべし」と。意

は必ず行うに在り。敝国、法として施すべきなければ、

暫く着して行うを准
ゆる

す。二十七日に至り、該提督の船

は原船二隻を率同して放洋して回り去く。七月初二日、

また亜船一隻、煤炭を装運して廠内に収蔵するあり。

未だ幾くならずして回り去く。七月初六日、また亜国

の火輪船一隻の到来するあり。十六日に於いて、開洋

して回り去く。留まる所の亜船一隻は、訪聞するに、

近日開洋して回り去かんとす。即ち飭して船に在るの
「東アジ
亜官に、留まる所の小官三名を携帯し一同にして回り

去かんことを懇請せしむるも、該官は聽従するを肯ん

ぜず。却って提督曾て命ずるあれば、仍お亜人八名、

華人四名を将て上岸して留に加うと称す。八月二十九

日に於いて、開船して回り去く。現今一十五名は国に

留まりて未だ回らず。 
 査するに、該亜国提督は兵船数隻を率同して任意に

往来し、遂に小官等をして上岸して寄居せしめ、併び

に一廠を起こして煤炭を収貯し、甚だしきに至っては

事に托して宮に入り、且つ英人伯徳令と往来して絶え

ず。その心は以て窺測し難し。日後、その凶暴如何な

るやを知らず。憂慮深切にして寝饋安んじ難し。現在、

該伯徳令は尚お未だ撤回せず。屡々経
すで

に咨もて請いて

煩擾たらしむ。而してまた此れが為に籲請
ゆせい

すれば深く

恐懼す。但、敝国は海隅に僻処すれば、全く天朝の徳

威に仗
よ

りて永く太平を享けたり。今已に此の如ければ、

以て委曲哀請し、其の救援を求めざるを得ず。統
すべ

て貴

司より情に拠りて督撫両院に転詳せられ、妥
ほど

よく査辧

を為し、亜酋に告諭して迅かに船隻を撥して小官等十

五名を接取して回籍せしめ、敝国をして以て安靖を得

せしめんことを祈る。茲に接貢の閩に入るに際し、理

として合さに咨請すべし。此れが為に、備
つぶ

さに貴司に

咨す。請煩
ね が

わくば査照して施行せられよ。須く咨に至

るべき者なり。 
右 福建等処承宣布政使司に咨す 
咸豊三年九月十九日 

 
 ペリー艦隊が江戸へ向かう途中、1853年5月26日に那

覇港へ停泊して以後の動向について、琉球当局は咸豊三年

九月十九日（1853年10月21日）付の前掲咨文によって

清国当局へ報告したわけであるが、この咨文は閩浙総督王

懿徳の咸豊四年四月二十一日（1854年5月17日）付の上

奏文に引用されて以後、清国内の官僚層にも知られるよう

になる。ただ、王懿徳の上奏文の中では、ペリー提督の首

里城入城などをめぐる強圧的な要求や行動（下線部分）に

ついては、簡略化されて婉曲な表現に改められたり、省略

されていることに留意すべきであろう。 
  前掲咨文による報告以後のペリー艦隊の動向、とりわけ

1854 年の三月に日米和親条約（神奈川条約）の締結・調

印を済ませて同年七月琉球の那覇港へ寄港、琉米修好条約

に調印して帰還するまでのペリー提督一行の動向につい

ては、鎌倉本の「別集」23号文書の中で報告されている。

その関連部分の読み下し文は以下の通りである。 
 

琉球国中山王世子尚 咨覆の事の為にす。（中略） 
 
アにおける国際秩序と交流の歴史的研究」 ニューズレター No.1 5 



咸豊三年十月初六日、亜美理堅船三隻到来するあり。

内、二隻は十月十四、十一月初三等の日に先後して回

り去くも、一隻は国に留まりて去らず。十二月二十三

日、また亜国の提督、大輪船一隻に坐駕し、属船二隻

を率同して一同に国に到る。通事の口称するに拠るに、

「本月十七日、香港に在りて一斉に開洋し、直ちに貴

国に到る。日後、別に属船三隻の到来するあらん」等

の語あり。続いて十二月二十六日に於いて、属船二隻

の到来するあり。その国に留まるの亜船は共計六隻、

内、二隻は本年正月初三日、連篁して回り去く。その

余の四隻は淹留して日久し。乃ち提督の啓称に拠るに、

「正月初六日を定めて官兵を携帯し、進みて王宮に到

り、王世子曁
およ

び大臣と面会し、以て新禧を賀するを要
もと

む」等の由あり。当即に官に飭して再三懇請せしめ、

他の公廨に在りて大臣と相い会して禮を行わしめんと

するも、該夷は応允するを肯んぜず。初六日に至り、

果たして兵卒を率いて宮中に闖進す。即ち大臣に飭し

て相い会せしむ。該夷既に禮を行い畢
おわ

りて、黙然とし

て兵を引きて帰る。乃ち小官一名、水手五名を将
もっ

て上

岸して寄居せしめ、原留の小官一十五名を接取し、併

びに英人伯徳令の妻子及び通事の銭文琦・金善明等を

して属船二隻に配搭せしめ、初十、十一等の日に先後

して開去す。一隻は旧に仍
よ

って逗留
とうりゅう

して去らず。十

七日、また英人冒耳敦
モ ー ト ン

妻子を携帯し、海船一隻に坐駕

して到来し、伯徳令と交代せんとするあり。上岸して

一室に同居す。該船未だ幾くならずして回り去く。六

月初七日、また提督本船に坐駕して属船一隻を率同し

て再来するあり。提督の啓称に拠るに、「此の後、或い

は亜国の船隻到来するあれば、須く禮を以て相い待つ

を要すべし。一切の市に在るの什物はその収買するを

許し、用いる所の薪水もまた収価して供給すべし。若

し亜船風に遭いて漂来し、船隻を損壊すれば、総て地

方官より人を遣わして命を救い、便船あるを待ちて回

籍せしむるを要む。或いは人の身故するあれば、地を

給して埋葬すべし」等の由あり。 
 当即に官に飭して暫く応允を為さしめたれば、該提

督欣然として留まる所の小官一名、水手五名を接取し、

併びに蔵する所の煤炭を搬載し、また英人伯徳令をし

て属船一隻に搭駕せしめ、二十一、二十三等の日に於

いて、前に留まる所の属船一と共に三隻とも先後して

開去せり。此れ誠に皇上の徳威の被う所にして、貴司

曁び両院の照料の致す所なれば、挙国感激して涯なき

者なり。 
 該夷人冒耳敦等に至っては、経にその帰去するを勧

むると雖も聽従するを肯んぜずして、今尚お任意に淹
 
6 「東アジアにおける国際秩序と交流の歴史的研究」 ニューズレター N
留す。日用の物件は需索すること甚だ多く、以て国疲

れ民苦しむを致す。況や且
まさ

に彊
し

いて耶蘇教を授けんこ

とを要め、騒擾して息まざれば、日後何等の禍患を醸

成するやも知らず、憂慮深切にして寝食安んじ難し。

仍って祈るらくは、貴司より情に拠りて督撫両院に転

詳し、妥
ほど

よく査辧を為さしめ、英酋に告諭し、迅かに

船隻を撥して冒耳敦並びに眷属人等を接取して籍に帰

らしめ、敝国をして以て安謐を得せしめんことを。茲

に進貢の便に値
あた

れば、理として合さに咨請すべし。此

れが為に、備さに貴司に咨す。請煩わくば査照して施

行せられよ。須く咨に至るべき者なり。 
 右 福建等処承宣布政使司に咨す。 
 咸豊四年八月初三日 

 
 ペリー提督が日米和親条約を締結・調印した後、琉球へ

寄港して 1854 年 7 月 11 日に琉球当局との間で琉米修好

条約を締結・調印したことは周知のことである。前掲の鎌

倉本「別集」23 号文書（尚泰咨文）は、琉球当局がこの

事実を清国側へどのように報告したのかを示している。こ

こで問題とすべき点は、条約調印の事実をペリー提督の

「啓称」という形式を用いて間接的に言及しているところ

（下線部分）にある。この限りでは、ペリー提督の一方的

な「要請事項」を列挙しているだけで、琉米間に条約が締

結・調印されたという事実は巧みに隠蔽されていると言わ

ざるを得ない。「条約」という語句だけでなく「調印」と

いう語句も回避されているところから、琉球当局の意図的

な情報操作を読み取ることができるように思われる。既に

前に紹介・指摘したように、琉球史書『中山世譜』の「附

卷」では、条約調印を薩摩へ報告した件について、「亜美

理幹国の提督、国に到りて箇条を発出し、強いて押印を求

むることあり。総理官・布政官自ら、固執して允さざれば、

勢い必ず害の国に及ばんことを料り、乃ち已むを得ず押印

して之を交す」と記載し、はっきりと「押印」（調印）し

た事実を指摘しているにもかかわらず、清国に対しては情

報操作による隠蔽工作ともいうべき咨文を送付したのは

何故であろうか。考えられる一つの仮説は、琉球当局が属

国に外交権なしという册封進貢秩序の「原理」に抵触する

ことを恐れ、清国との間で宗属関係を維持するためには条

約調印の事実を「隠蔽」するのも已むを得ないと判断した

ということであろう。確かに、ペリー艦隊の動向は東アジ

アの伝統的な国際秩序にとって死活的な問題を突きつけ

ていたと言える。では、宗主国・清国の方ではペリー艦隊

の琉球来航をどのように受け止めたのであろうか。 
 
Ⅲ ペリー艦隊関係の琉球情報と清国官僚層 
o.1 



 
 清国側当局がペリー艦隊の琉球来航をめぐる事態（条約

調印の事実や首里城入城の経緯など）について、どの程度

の情報と認識を持ち得ていたのかという問題は今後の検

討課題の一つとして残しておくべきであろう。ここでは、

この問題を考えるための若干の手がかりを提示しておき

たい。 
 ペリー提督が1854年琉米修好条約に調印し、その翌年

ゲラン提督が琉仏条約を締結した後、一年後に英仏連合軍

と清国の間で第二次アヘン戦争が始まる。第二次アヘン戦

争のプロセスにおいて、1858 年の時点で天津条約の調印

可否問題が起こり、条約の一項に外国使節の北京常駐権が

加えられたことによって、清国官僚層の反発が強まったこ

とは周知の通りであるが、官僚層の一部が条約締結に反対

する理由として持ち出したのは属国の動向や琉球情報で

あった。 
 たとえば、吏部尚書の周祖培は咸豊八年五月十三日付の

上奏文で条約調印に反対する理由を八点挙げているけれ

ども、その中で、「朝鮮・琉球等の国は久しく正朔を奉じ、

朝貢に遇う毎に皆恭順を極む。而して朝鮮は毎年京に来た

りて貿易し、尤も馴謹たり。若し該夷の桀騖倨侮を見れば、

必ず皆天朝を軽視するの意あらん。その害の八なり」（『四

国新档』英国档下、581頁）と指摘し、英仏連合軍に迫ら

れて条約調印に応ずれば、册封進貢体制下の朝鮮や琉球を

清国から離反させる契機となることを恐れている。また、

宗人府府丞の銭宝青は咸豊八年五月十三日の上奏文の中

で、「駐京の事の若きは、仍お復た一たび請い、再び請い、

皇上に強いるに必ず従うを以てすれば、則ち琉球の禍は将

に立ちまち天朝に見われん。京師は豈に復た国家の有する

所と為らんや」（『四国新档』英国档下、582頁）と論じて、

外国使節の北京常駐に強硬に反対している。 
 銭宝青のいわゆる「琉球の禍」とは、ペリー提督が強行

した首里城入城のことであろう。銭宝青が入手した琉球情

報の情報源は閩浙総督王懿徳らの上奏文に引用された琉

球側報告（咨文）であろうか、それとも他のルートの情報

源が存在したのであろうか、判然としない。いずれにせよ、

琉球情報が北京の官僚層の条約調印反対論の論拠として

用いられていることに留意しておきたい。 
 琉球情報を条約調印反対論の論拠として最も積極的に

強調したのは山東道監察御史の陳濬であった。陳濬は咸豊

八年五月十三日の上奏の中で、次のように言う。 

 従来、外夷は中国に臣服し、入りて朝貢を修め、皆

事畢れば即ちに返り、久留するを許さず。中外の大防

を厳しくする所以なり。若しそれ臣節を修めずして異

 

「東アジ
言異服の人の京邸に盤踞し、出入自由なるを聽
ゆる

さば、

則ち侮を納れ奸を蔵すべし。その弊何ぞ至らざる所か

あらん。且つ該夷の桀騖は性成し、譬うれば豺狼の如

し。馴すべきの物には非らず。 
 臣、籍に在るの時、曾て聞く、「琉球国の城は英夷の

借住を被り、後ち遂に久しく占して還さず、甚だしき

に至っては王宮に闖入し、肆ままに無忌を行う」と。

此等の兇頑の輩は豈に復た礼法もて拘すべけんや。古

人云う。臥榻の側に他人の鼾睡を容
ゆる

さず、と。況や輦

轂の下に豈に豺狼の群聚するを容してその意外の変な

きを保する能わんや。該夷の非理妄求に至っては、外

間の伝説甚だ多く、未だ尽くは信ずべからず。然れど

も此の一事を以て之を推せば、また因なしと為さざる

に似たり。 
 臣窃かに揣

はか

るに、夷人は既に京城に入りて住まうを

求むれば、必ず之が馬頭を添設せんことを求むべし。

その添設せんことを求むる所の馬頭は、必ず天津・鎮

江等の処に係る。何を以てか之を言わん。天津は海河

の總匯たり。鎮江は江淮の要衝に拠り、漕塩の往来す

る所、商賈の輻輳する所にして、若し該夷その狡計を

遂ぐるを得れば、数年の後、天下の利権は之に帰し、

中国の民命は之に繋がれ、必ずや手を束ねて制を受け、

奈何ともすべきなきに至らん（『四国新档』英国档下、

587頁）。 
 
陳濬は琉球情報を最大の論拠として、外国使節の北京常

駐反対論を中心に条約調印反対論を強力に展開したわけ

であるが、陳濬が琉球情報を入手したのは郷里（福建省閩

縣）に居た時期であるとすれば、ペリー艦隊の首里城入城

などの琉球情報を、琉球進貢使節から直接に入手したので

あろうか、それとも他のルートから間接的に入手したので

あろうか。福州の琉球館には常時琉球人が居住して清国側

当局と接触していたことからすれば、前者の可能性も考え

られるが、陳濬の入手した情報は必ずしも正確ではない。

いずれにせよ、清国内の官僚層にとって、ペリー艦隊の琉

球来航の情報は東アジアの国際秩序を根底から脅かす事

態として受け止められ、清国内の条約調印反対論者を衝き

動かす要因として機能したことに注目すべきであろう。 
 
 以上、一九世紀の東アジア国際秩序を変動させる歴史的

「序曲」となったペリー艦隊の琉球来航をめぐって、主と

して琉球当局や清国官僚層がどのように受け止めたのか

という視点から、若干の問題提起を試みた次第である。同

学諸氏のご教示・ご検討を頂ければ幸いである。 
（琉球大学教育学部教授） 
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清朝に転送された対馬藩主宗義成の書契原本と一六三九年前後の北東アジア情勢 
 

 

岩井 茂樹 

 

 ホンタイジ時代の帝都，瀋陽（奉天）の故宮のなかにあ

る崇謨閣には多くの文書が保存されていた。当時にあって

皇帝の政務や外交を補佐した政府中枢ともいうべき内三

院（内閣・翰林院に相当する）で作成された文書がそこに

含まれており，『朝鮮国王来書簿』三冊もその一種であっ

た。明治三八年（一九〇五），内藤湖南らが原本をもとに

した晒藍本（青写真）を作成し，これをわが国に将来した

ことによって，ひろく知られるようになった*1。 
 この『朝鮮国王来書簿』の崇徳四年（一六三九）九月の

条は， 
初九日到朝鮮国王来与兵部咨文一角 又倭書一紙 

という見だしのもと，「倭情」を通報する朝鮮国王仁祖の

咨文（兵部あて 崇徳四年八月十三日），および当時の対

馬藩主宗義成の書契（朝鮮礼曹参議あて親書）と別録（贈

答品リスト）を鈔録している。咨文は，この年の七月末に

書契と礼品を携えて釜山に来航した対馬の使節が，「恐喝

之言，不一而足」という態度であったとして，日本側の動

向を清朝に報告する目的で送られたものである。また，宗

義成の書契については「文字僻渋，殆不可暁」と断ったう

えで，その原本をわざわざ瀋陽に送ったわけである。朝鮮

仁祖は，清朝の兵部にたいしこの咨文の内容を皇帝に代奏

するよう求めており，上奏は二日後におこなわれた。上奏

にさいしては，満洲語への翻訳がおこなわれた*2。 
 台湾の中央研究院歴史語言研究所が蔵する満文檔案の

なかには，この時の対馬藩主宗義成の書契と別録の満洲語

訳が含まれている。これは，上奏のさいの附属文書である

が，上奏の本文ともいうべき朝鮮からの咨文の部分の満洲

語訳文書は残っていない。書契の満洲語訳文書については，

最近，同研究所の委託をうけた承志氏が訳注を作成したう

えで公表された*3。 
 咨文にもとづく上奏は，『清太宗実録』崇徳四年九月十

一日（乙丑）の条にも採録されている。『朝鮮国王来書簿』

所収テキストと比較すると，実録では多くの文字に纂修の

たびごとに手が加えられたことがわかる*4。咨文の原本は

失われているので対照するすべはないが，『朝鮮国王来書

簿』は原本の忠実な謄録を心がけており*5，もっとも信頼

すべきテキストを提供するものである。 
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 興味深いのは，この時に咨文とともに瀋陽に送られた宗

義成の書契の原本が，入関後に北京に送られ内閣大庫で保

存されていたことである。内閣大庫の檔案・檔冊は，辛亥

革命後八千の麻袋に詰められて，政府教育部に属する歴史

博物館が管理していた。ところが，一九二一年，同館が経

費不足を理由としてこれを九〇トンほどの古紙として売

却するという事件がおこった。こうして貴重な歴史資料は

あちこちに分散したが，滅失をまぬかれた檔案・檔冊のほ

とんどは，現在，北京の第一歴史檔案館と台北の中央研究

院歴史語言研究所に帰している。寛永十六年五月の宗義成

の書契は，冒頭四行がちぎれて失われた状態ではあるが歴

史の滄桑をかろうじて生き残り，台北の歴史語言研究所に

現存している。一九五九年，李光涛氏が『明清檔案存真選
o.1 



輯 初集』を編纂するさいに，これを影印して紹介した。

これより前，同研究所が北京にあった一九三六年に刊行し

た『明清史料』丙編も，おなじ書契を活字におこして収録

する。こちらをみると，この時点ですでに冒頭四行は失わ

れていたことがわかる。 
 

 
 当時，清朝は朝鮮経由で日本の使節を来朝させることを

図っていた*6。直接の通交・貿易の手段をもたなかった清

朝にとって，朝鮮からの倭情通報は第一級の価値をもった

はずである。宗義成の書契と礼品のリストである別録は，

印の捺された原本であった。ホンタイジ時代，朝鮮からの

倭情通報はたびたびおこなわれたが*7，日本側の通信公文

の原本を送致したのはこの度限りであったらしく，他の倭

情通報の記事をみても書契の原本を送った形跡はない。寛

永十六年五月の書契は，その珍貴にかんがみて北京に送ら

れ，紫禁城内の内閣で保存されていたわけである。 
 戦国期以来明治初期まで，対馬と朝鮮の間ではおびただ

しい文書の往来があった。しかし，対馬藩主をはじめとし

て朝鮮から「受職」された人物が，礼曹などにあてて送っ

た書契の原本は，ほとんど残っていないようである。管見

のかぎり，日朝間の通交貿易史についての著述で，その原

本の存在に触れたものはない。その意味でも，この寛永十

六年五月の書契は貴重である。書契の末尾と別録（贈送品

リスト）には，いずれも末尾に「対馬州太守拾遺平  

義成」とあり，その「義成」の文字上に九曲篆文陽刻の印

が押されている。印文は「義成」であるが，これは朝鮮側

から支給された「図書」とよばれる銅印に相違ない。この

時代の書契の冒頭は， 
日本国対馬州太守拾遺平義成奉書 
朝鮮国礼曹大人閣下 

と書き出される。書契一行目の「義成」の上にも，おなじ
「東アジ
  

甲辰とは，寛永十六年の釜山での交渉の翌年，つまり西暦

一六四〇年，崇徳五年，仁祖十八年である。辛巳（一六四

一年）以降は文書もよく保管されているばかりでなく，対

馬との通交貿易にかかわる慣例もほぼ安定したという評

価を，『同文彙考』の編者が特記していることに注目され

たい。瀋陽に送られた寛永十六年の書契を携えて来航した

使節と朝鮮側とのあいだでおこなわれた交渉は，こうした

関係の安定をもたらす過程で，重要な意味をもったことが

窺われる*9。 

「図書」が押捺されていたはずである。残存する原本では，

四行目までが失われているので確かめようがなく，また，

『同文彙考』における当該書契の鈔録も，冒頭部分を「云

云」で略しているものの，『同文彙考』に首尾そなわって

鈔録された他の書契では，押印箇所に「名字上着図書」と

注記してある。一枚の書契には冒頭と末尾とおなじ「図書」

を押捺するのが慣例であったことがわかる。寛永十六年五

月の書契原本は，朝鮮から対馬藩主に支給された「図書」

の印影を伝える史料としても，貴重なものである。 
 この寛永十六年五月の書契の内容は，対馬で編纂された

文書集録や，朝鮮側の典籍にも採録されている。一六三五

年以降，対馬から朝鮮国王以下礼曹や釜山の諸官にあてた

漢文文書は，幕命によって対馬の以酊庵に輪番派遣された

京都五山の禅僧によって漢訳された。筆者が寓目したのは

建仁寺両足院に伝わる『対韓録』という題簽のある抄本の

写真版である。『対韓録』は対馬からの書契およびそれに

対する答書を，主題別に分類排列したものであるが，その

「歳船」の部の冒頭に，「遣礼更始中絶使船」という標題

を付して，この書契，同時に送られた東莱府使あて書簡，

釜山僉使あて書簡，朝鮮側各官からの答書など一件文書が

鈔録されている。冒頭部分などが省略されているが，原本

と対照してみると正確に鈔写されていることがわかる。ま

た『対韓録』では，これらの文書について「寛永十六己卯 

四 璘玉峰」という注記があり，以酊庵輪番僧に指名され

ていた東福寺宝勝院の玉峰光璘の手によって漢訳された

ことが判明する*8。礼曹あて書契と，東莱府使や釜山僉使

など釜山現地の朝鮮側当局あて書契とは，まったく同趣旨

ではあるが文言をかなり書き換えて漢訳するという工夫

がなされている。書契を送られた朝鮮側各官も，それぞれ

答書を返しているが，これまた同工異曲である。 
 朝鮮王国で編纂された外交文書集『同文彙考』附編「交

隣」巻十二「進献三」も，この寛永十六年五月の対馬藩主

書契および朝鮮側各官の答書を採録する。同書は，これら

の文書を掲載したのちに，つぎのように注記している 
庚辰以前則文書散佚，随存随録。而辛巳以後，則文跡

稍備，事例一定。故始為編年而詳載焉。 
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 さて，この書契の内容とそれが瀋陽に送られることにな

った事情を考えてみよう。さきほど，朝鮮側が倭情を通報

する咨文のなかで，この寛永十六年五月の宗義成書契を

「文字僻渋，殆不可暁」と評し，かつ瀋陽で満洲語への翻

訳に携わった満人，漢人の官僚たちにとっても，語義不明

の個所があったことを述べた。確かに通りのよい文章とは

言えない。『太宗実録』がこの書契を採録するにあたり，

順治年間の初纂本ではほぼ原文のとおりであったのが*10，

康煕重修本，乾隆三修本では読みにくい箇所を省略したり，

文字を換えたりしている。北京の一流の文人官僚からする

と，東福寺の玉峰光璘長老の漢文がいささか僻渋に見えた

ことは確かである。文章の問題だけでなく，「乙亥載一件

坦夷之後」や「所返献之送使并以酊送使」などの文言は，

そもそも部外者には判らなくて当然であった。しかし，釜

山でつねに対馬側と接触し，日本の事情に長けていた朝鮮

側当局者，たとえば訳官の洪喜男らにとって，この書契の

伝えようとすることは充分に読みとれたはずである。ひと

しく日朝間の通交にたずさわる当事者にとっては，簡にし

て要を得た文書で充分なのである。しかし，交渉のすべて

が文書の往復によって伝達されたわけではない。むしろ，

書契や答書は両者間の儀礼を再確認し，かつ交渉しようと

する事柄があれば注意を喚起するに止めておくべきもの

であった。 
 書契とそれにたいする答書，つまり対馬側に残された資

料や朝鮮の『同文彙考』が載せる文書資料から，この一六

三九年（寛永十六年，仁祖十七年，清の崇徳四年）の対馬

－朝鮮間の交渉が持つ意味，ひいては書契の原本が瀋陽に

送致されねばならなかった事情を理解することはやはり

不可能である。宗義成の書契は「餘摠悉差使口布（なべて

は使者の口頭にて）」と結ばれているとおり，重要な事柄

はすべて面とむかっての直接交渉に委ねられたからであ

る。この時の対馬の使節が，幕命を背景として朝鮮との通

交貿易の再構築を急ぐためにどのような要求を，どのよう

な脅し文句でもって提出したかは，書契や答書からはほと

んど窺えない。朝鮮が清朝におくった咨文のなかには，こ

の時，対馬の使節がどのような言動にでたか詳細な記述が

ある。管見のかぎり，この咨文は朝鮮側の記録（『仁祖実

録』『承政院日記』『備辺司謄録』『同文彙考』など）にも

残っていない。 
 書契と答書を読むかぎりにおいて，対馬側の言動が「恐

喝之言，不一而足」であったと朝鮮の朝廷が清朝に通報し

たことは，まったく根拠のないことであるかの印象さえ受

ける。当時，朝鮮はホンタイジから中国本土への侵入計画

について出兵や軍需物資の供給などの要求を突きつけら

れていた。こうした切迫した状況のもと，清朝の征明作戦
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への協力負担を軽減してもらうためには，東隣の日本から

の軍事的脅威の存在を声を大にして訴え，沿海部に防衛施

設などを建設する必要もあるなどと言い立てる必要があ

った。したがって，一六三九年に瀋陽におくった咨文のな

かで，日本の横暴とその脅威をことさらに強調したのであ

って，じっさいの釜山における現地交渉は，書契や答書が

示すような友好的雰囲気のなかで円満な解決をみたのだ，

という見方も可能かもしれない。 
 しかし，対外関係における当時の徳川幕府の姿勢，およ

び朝鮮が清朝軍の蹂躙を受けてまもないという状況から

すると，この時点で対馬からの使節が釜山において強硬な

態度に出たという可能性も大いにある。この日本側の小さ

な攻勢は，日本の脅威を強調したい朝鮮にとっても好都合

であった。文字上の証拠として送達した宗義成の書契は

「文字僻渋，殆不可暁」であって，そこにあからさまな恫

喝の言辞を認めることはできないけれども，使節の態度は

不遜であり，日本では武力行使をもとめる「不測之言」を

なすものもあり，また「処処蜂起」の動きもあるなどと言

って恫喝を加えてきたのが事実である旨，咨文で清朝に通

報するという朝鮮の行動は，この時の対馬側使節の言動が

誘発したと考えてもよいのではないか。これが現時点での

筆者の見方である。 
 このような見方の根拠を説明するためには，朝鮮の送っ

た咨文やその前後の状況を検討していく必要がある。いさ

さかの準備はあるが，すでに命じられた原稿の枚数をはる

かに超過しているので，また稿をあらためて説を述べるこ

ととしよう。 
（京都大学人文科学研究所教授） 
                                                                  
1 内藤湖南「清朝開国期の史料」（原載：一九一二年）『内

藤湖南全集』九所収。『朝鮮国王来書簿』は，一六二七年

（天聡元年）から一六四〇年（崇徳五年）までの朝鮮から

の通信文を謄録した手鈔本である。この簿冊は，文書の到

着にしたがって随時に謄写されたものではなく，原文書あ

るいは随時謄写した原冊をもとにして編纂されたものと

思われる。崇謨閣の保存文書は，遼寧故宮博物館をへて現

在は遼寧省檔案館が保管しているようである。秦国経『中

華明清珍檔指南』（人民出版社 一九九四），頁一四六，孫

景悦「遼寧省檔案館」『歴史檔案』一九八一年第三期，頁

一二四～一二五，朱金甫編『中国檔案文献辞典』（中国人

事出版社 一九九四年），頁八四。遼寧省檔案館編『遼寧

省檔案館指南』（中国檔案出版社 一九九四年）。 
2 『朝鮮国王来書簿』は，この前年，一六三八年（清崇徳
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三年，朝鮮仁祖十六年，寛永十五年）の四月十四日に兵部

に到着した朝鮮の咨文を採録している。この咨文は，日本

における島原の乱の顛末を報告する特使がもたらしたも

のであり，朝鮮による「倭情通報」の最初のものである。

この記事の標題の下には「因在本院訳奏，故記之」という

注記があり，倭情をつたえるこの咨文が内国史院によって

翻訳されたうえで上奏されたことを明記している。 
3 承志「清前期満文史料訳注六件」『古今論衡』第七期 民

国九一年 中央研究院歴史語言研究所，頁九七～九九。ち

なみに，当時の瀋陽の内三院では，書契中の「乙亥載一件

坦夷之後，所返献之送使，并以酊送使」の箇所がさっぱり

わからなかったらしい。「坦夷」「返献」「以酊」に相当す

る箇所は，「○○○○」となっている。 
4 とくに，書契の部分に著しい。テキストの異同について

は，順治初纂本 巻三一頁二二b～二四b 康煕重修本（内

藤湖南旧蔵抄本） 巻四八頁十二b～十四b 乾隆三修本 

巻四八頁二十a～二二bを参照のこと。 
5 この時の宗義成の書契原本と『朝鮮国王来書簿』の鈔録

とを対照すると，文字が一致するのはもちろん（ただし一

字のみ脱す），原本で「貴国」「東武」（江戸幕府）「執事」

（老中）などの語を行頭にもってくるための意図的な改行

箇所を示すため，『朝鮮国王来書簿』では「○」印をその

箇所に付すという工夫がなされている。また，咨文を鈔録

するにさいしては「○○○」などの記号が用いられている

が，これは原本で擡頭されている箇所の擡頭の字数を示す

工夫である。つまり，『朝鮮国王来書簿』は原本の書式ま

で意識した忠実な鈔録を心がけたということである。 
6 一六三七年，清朝の親征軍のまえに城下の盟を結んだ朝

鮮にたいし，ホンタイジが降した詔諭（崇徳二年正月二八

日）のなかに，「日本貿易，聴爾如旧。但当導其使者赴朝。」

の文言があり，清朝はその後も日本との通交樹立をめざし，

瀋陽に連行した世子一行にたいしさまざまな働きかけを

した。次注の浦，中村両氏の研究を参照のこと。 
7 浦廉一「明末清初の満鮮関係上に於ける日本の地位」

（二）（『史林』十九－二，一九三四年）頁一二八以下に詳

しい。中村栄孝（ひでたか）『日鮮関係史の研究』下（吉

川弘文館 一九六九年），第八章「外交史上の徳川政権」

頁五〇五以下が第一回目の倭情通報がおこなわれた一六

三八年当時の清－朝鮮関係を論じながら，多くの関連資料

を分析している。 
8 以酊庵については田中健夫「対馬以酊庵の研究 ―― 近
世対朝鮮外交機関の一考察 ―― 」をはじめとして，同氏

の『前近代の国際交流と外交文書』（吉川弘文館 一九九

七年）および『中世海外交渉史の研究』（東京大学出版会 

一九五九年）に収める諸論考に詳しい。 
「東アジ
                                                                                                          
9 日本にとって，朝鮮との関係において最大の関心事は貿

易問題であった。それは相手方にとっても同じであるが，

明，満洲（後金・清），日本のはざまで綱渡り的外交を強

いられていた朝鮮では，対日関係において安全保障上の利

害関心が優越していたといえよう。貿易問題については，

田代和生氏の大著『近世日朝通交貿易史の研究』（創文社 

一九八一年）が朝鮮－対馬間の交易制度の変遷とその内実

についての決定版ともいうべき研究である。中村栄孝前掲

『日鮮関係史の研究』下が徹底した史料実証主義によって

政治外交にかかわる諸事実を明らかにしている。 
10 脱字の箇所が『朝鮮国王来書簿』のテキストと一致する

ことから，編纂にあたっては原本ではなく，『朝鮮国王来

書簿』に由来する謄録を参照したと判断される。 
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平成 14 年度研究活動概要（報告要旨） 
 
 
第一回研究会 
去る 2003 年 1 月 11 日（土）15:00～17:30、京都大学

文学研究科・東館四階のＣＯＥ会議室において、第一回研

究会が開催されました。当日、文学研究科の中砂明徳氏に

よる「清初のオランダ使節の北京上京記」と題する研究発

表がなされ、その後 27 名の参加者による活発な討論が行

われました。 
 
 
清初のオランダ使節の北京上京記 
 
中砂 明徳 
 
 オランダ東インド会社が組織した使節団の一員として、

順治 13(1656)年に北京に上ったヨハン・ニューホフ

(1618-72)の『大タルタル汗へのオランダ東インド会社使

節派遣の記録』（1665初版）は、150枚以上に及ぶ豊富な

図版の力を借りて、西欧の読者に具体的なシナのイメージ

を提供した書物として名高い。本書は、使節行の記録とシ

ナ概論の二部構成からなり、草稿を託された兄弟のヘンド

リクの編集を経てアムステルダムで刊行されたものであ

る。近年ニューホフの草稿とスケッチが発見されたことに

より、本書への注目度は再び高まりつつある。しかし、わ

が国では、かつて江戸期の蘭学者たちが熱い眼差しを注い

でいたにもかかわらず、今では稀覯書として言及されるに

過ぎない。本報告は、この骨董品を賦活することができる

のかを探ろうとするものである。 
 かねてから中国本土との自由交易を希求していたＶＯ

Ｃのバタヴィア総督は、捕虜となったイエズス会士マルテ

ィニから、王朝が漢人から満州人に代わったことで外国に

対する態度にも変化が生じている、との示唆を受けて、使

節団を組織した。本書の著者がその選に入ったのは、1640
年から9年間ブラジルで滞在した時（この頃、ブラジルの

北東角をオランダが一時占拠していた）の記録とスケッチ

の優秀さが買われたからだと考えられる。彼は広東から北

京に上る 22 名、さらに上京後皇帝への謁見を許された 6
名にも入って、道中や紫禁城の状況をヴィヴィッドに描き

出している。使節団における彼の肩書きは「執事」であっ

たが、同時に「随行記者」の役割を担わされていたのであ

る。 
 従来、そうした記述の中でも、北京での交渉や、他国使

節との接触の部分に焦点が当てられてきたが、今回の報告

は王朝交代直後の各地の状況（とくに南方）や具体的な地

誌情報（都市のサイズ、城壁の高さ、街路の舗装、牌坊・

寺廟の配置等）に着目した。これらの情報は、当時もっと

も詳細な地理情報を有していたマルティニの『シナ新地図

帳』(1655)にも見られず、また、17世紀の他国の使節で（西

洋に限らず）これに比肩する記述を残したものはない。こ

の後、組織された第二次使節団の道中記録と合わせれば、
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中国の地誌記述の欠をも補いうる。 
 北京での交渉の経緯についても、なお検討の余地がある。

オランダ人が望んだのは広東等の海港での交易だった。一

方、中国側は朝貢を交易の前提としていた。使節派遣の結

果得られたのは「荷蘭国王」による「八年一貢」の承認の

みであった。「八年一貢」と決まった表向きの理由は「遠

路であることを考慮して、間隔をあける」というものだっ

たが、これはオランダ本国との往還の距離を計算に入れた

ものだと考えられる。しかし、中国側は使節の派遣主体が

本国でなく、バタヴィア総督であることを十分に認識して

いたし、総督の書簡を持つに過ぎない使節の朝貢を認めて

いた。朝貢の形式は尊重されつつも、実際の運用には柔軟

性があったのである。 
また、同じく朝貢と言っても、陸続きの朝鮮・モンゴル・

チベット政権と異なり、海路からアクセスする場合は、内

陸での旅行（当該使節団の場合、広東・北京間の往復に7
ヶ月かかっている）に加えて、モンスーンによる往還の季

節的制約や、使節上京のあいだ港に残っている船の保全等

の問題を考慮に上さざるを得ない。この点、東南アジア諸

国の事例との比較・対照が必要となるであろう。 
 その他に、今後の課題として二点を掲げた。 

① 本書出版直後の反響を追跡すること。本書に載る

図版が、18世紀のシノワズリーに大きな影響を与

えたことはよく知られている。しかし、イエズス

会の情報寡占を打ち破る意義を持つ本書に対す

る出版直後の反響、17世紀後半のシナ研究に与え

た刺激については、十分な調査が行われていない。

本書は蘭語初版が出ると同時に仏語版が出され、

その後まもなく羅・独・英語版が出ている。それ

らが欧州の読書界にいかに迎え入れられたか、ま

た、先行するイエズス会提供の情報と組み合わさ

れてどのように受容されていったのかを追尾し

たい。 
② 従来、17世紀のオランダ・アジア交渉史の記述の

力点は、ＶＯＣの交易活動、パワー・ポリティク

スに置かれてきた。それに比べて、アジア諸政権

に送られた外交使節団の比較研究や随行員の情

報収集活動の吟味は、17世紀末に江戸参府旅行に

加わった『日本誌』の著者ケンペルに関する研究

が飛びぬけて豊富なのを除くと、不十分と言わざ

るを得ない。日本・ムガル・サファヴィー朝への

使節団が残した記録、ニューホフと同じく両イン

ドを体験したワーヘナールの足跡との比較・対照

を行うことにより、17世紀オランダの世界認識の

広袤を確認したい。 
 
 

【討議内容】 
・ ニューホフが記述している中国人の運送業者が使っ

ていた言語がどのようなものであったのか 
・ ニューホフが紹介する絵画、特に北京城の絵画につい

ての問題 
No.1 



・ オランダ使節と琉球使節、あるいは朝鮮使節との対比、

それらに対する清朝の扱い方に相違は見られるか 
・ オランダ使節とイエズス会士との関係 
・ モンゴル使節との結びつき  
 

（Joan Nieuhof, Bilder aus China. 1655-1657 より） 

 

 

 

 

 

 

第一回国際シンポジウム（第二回研究会） 

の二日間、

都大学文学研究科・東館四階のＣＯＥ会議室において、

第一回国際シンポジウム

 

 
去る 2003 年 2 月 22 日（土）・23 日（日）

京

（第二回研究会）が開催されまし

た。22 日には、文学研究科の夫馬進氏による「朝鮮李裕

元『薊槎日録』に見える中国李鴻章との交渉について」、

およびソウル大学校教授の李成珪氏による「明清史書の朝
「東アジ
２月２２日（土）＞ 

鮮李裕元『薊槎日録』に見える中国李鴻章と
交渉について 

と称される旅行記の史料的価値は、学界の一

ではつとに知られるところであった。資料集としては、

、歴史史料と

 

蔵

鮮記事に対する朝鮮の是正外交」の2本の研究発表がなさ

れ、その後参加者を交えた活発な討論が行われました。ま

た 23 日には、文学研究科の高嶋航氏による「清末不纏足

会再考―誰が纏足を解放したのか？」、および南京大学教授

の范金民氏による「朝鮮人の目で見た大運河風景―崔溥『漂

海録』を中心として―」の2本の研究報告がなされ、同じ

く参加者を交えて活発な討論がなされました。 
 なお、参加者は36人でした。 
 
 
＜

 
 
朝
の
 
夫馬 進 
 
 朝鮮燕行録

部

すでに『燕行録選集』（上下2冊）、『国訳燕行録選集』（12
冊）、『朝天録』（4 冊）が早くから刊行されており、韓国

史を研究する者のみならず中国史を研究する者に対して

も大きく貢献するところがあった。しかし、林基中編『燕

行録全集』（ソウル、東国大学校出版部、100 冊）と林基

中・夫馬進編『燕行録全集日本所蔵編』（ソウル、東国大

学校韓国文学研究所、3 冊）がともに 2001 年に刊行され

るに及んで、燕行録そのものの研究、及び燕行使の研究は、

全く新しい一段階を迎えたといってよい。 
 燕行録はのちに述べるように、中国－朝鮮関係史を研究

する上での第一次史料といってよい。しかし

してこの燕行録を使う場合には十分に注意する必要があ

る。なぜなら、それらは先輩が書いたものをしばしば転用

するからであり、ある燕行録をある年代の北京旅行記であ

ると確定できたとしても、それが数十年前の旅行記を転用

したものであることがあるからである。たとえば、鄭徳和

撰『燕槎日録』（哲宗5年＝咸豊4年＝1854）がそれであ

る。これは『随槎日録』（純祖 29 年＝道光 9 年＝1829）
をしばしば盗用している。二つの燕行録の各条を対照する

と、鄭徳和撰『燕槎日録』は鄭徳和個人の行動と見聞を記

す場合でも、25 年前のある人物の行動と見聞をほとんど

「盗用」しているのであって、ただ日付や固有名詞を若干

入れ替えているだけである。このように燕行録を歴史史料

として用いる場合には、十分な史料批判をする必要がある。

燕行録が中国－朝鮮関係史の研究にとって重要である

一例として、ここでは李裕元撰『薊槎日録』（天理図書館

、『燕行録全集日本所蔵編』収録）を紹介する。李裕元

『薊槎日録』は、天理図書館カード、『今西博士蒐集朝鮮

関係文献目録』（東京、書籍文物流通会、1961）、『増補

東洋文庫朝鮮本分類目録』（東京、国立国会図書館、1979）、
『韓国古書綜合目録』（ソウル、大韓民国国会図書館、1986）
などではすべて李裕元『燕槎日録』として登録されている
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が、これは誤りである。 
李裕元が彼の燕行時に清朝の李鴻章と関係を持つにい

たったことは、韓国近代の形成において重要な意味を持っ

て

いて、日本現存の

33

【討議内容】 
・ 『薊槎日録』に見える盗作は、全体のうちのどの程度

のような盗作は、他の燕行録でも見られる

・ 

ことか？ 

・ の水準について 

おり、このことはすでに指摘されるところであった。し

かし、これまでの研究では、李裕元の燕行録である『薊槎

日録』は使われてきたようにない。そこでは李裕元と李鴻

章の橋渡しをした永平府知府游智開と、李裕元とがどのよ

うにして出会ったのか、游智開がどのように李鴻章に対し

李裕元の意図を伝えたのか読み取ることができる。李裕元

は高宗12年（光緒元年＝1875）11月7日、永平府城に宿

をとり、この日の夜游智開と痛飲し、この機をとらえて李

鴻章と関係を持つことを頼み込んだ。翌日には彼の部下を

游智開のもとへ二度まで派遣し彼の意のあるところを伝

えさせた。しかも游智開は李裕元の手紙を託され、これを

李鴻章と会ったときに自ら手渡したのであった。従来の研

究では、たとえば田保橋潔が「李裕元の書簡は全然国事に

触れて居ない。けれども知府游智開の紹介状には、当然そ

れに言及したであろう。」（『近代日鮮関係の研究』京城、

朝鮮総督府中枢院、1940、頁 545、第 31、清韓関係の新

段階 李鴻章と李裕元）などと述べるにとどまっていたが、

游智開はこの時、李鴻章と対面しつつ、書簡を手渡したの

である。単なる紹介状ではなかった。たしかに、李裕元の

李鴻章宛書簡あるいは李鴻章の李裕元宛返書ともに国事

にかかわる重要なことは何も述べていない。しかし、李裕

元が李鴻章に言いたかったことは、游智開を通して詳細に

伝えられたのであって、これをもとに李鴻章は総理衙門に

指示を出し、総理衙門から礼部を通して朝鮮国王に文書が

送られたのである。おそらく外交とはこのようにしてなさ

れるものであり、最も重要な部分は口頭での伝言により、

一切の証拠を残さなかったのである。 
なお、報告者は「日本現存朝鮮燕行録解題」（『京都大学

文学部研究紀要』第42号、2003）にお

種の燕行録に解題を付しつつ、この李裕元『薊槎日録』

についても論じている。 
 
 

 

か？またそ

のか？ 

外交交渉において、証拠を残さないということはしば

しばある

・ 燕行録という書物の定義について 
燕行使の中国語能力

 

 
 

明清史書の朝鮮記事に対する朝鮮の是正外交 
 

 
李 成珪 
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韓国の歴史に対して中国は歴代の正史をはじめとする

様々の文献を残しているものの、その中には皮相的なもの

も

手状況

あ

告する明使の祝文の中に太祖李成桂が

高麗末附元派の権臣李仁任の息子として明記されている

國即高麗 其李仁人 及子李成桂今名旦者 自

洪武六年至洪武二十八年 首尾凡弑王氏四王 姑待

勿論李成桂と李仁任は(李仁人は誤記)父子の関係でもな

いし、高麗恭愍王の弑害に李成桂はあずかっていないので

上

に

あれば不正確なものもあるし、時には故意に歪曲された

叙述も少なくない。他国人が自国の歴史を歪曲したり不正

確に記録することが不愉快なことなのは言うまでもない。

しかしながらその記録が現実の利害と直接に繋がってい

ない場合、それに対して積極的に是正を要求するまではし

ないのが普通であろう。筆者にしても、以前は管見による

かぎり東アジアの歴史上、‘曲筆’の是正をめぐって外交

戦が展開されたことは聞いていなかったが、最近朝鮮時代

の学人たちの『史記』の理解に関する問題を調べているう

ち、一つの興味深い事件を遇目することになった。すなわ

ち朝鮮英祖47年(1771)、平安道の儒生桂徳海が陳建の『皇

明通紀』を所持したことで国王自らの取り調べを受けた事

件である。筆者は‘理解に苦しむ’この事件の真相を明ら

かにするために、関連資料を調べることにした。その結果

漸次これは単なる国内の事件に止まらない、対清外交と絡

み合ったものであることが分かってきた。それだけでなく

この外交問題は当時はじめて提起されたことではなく、朝

鮮の建国初から朝鮮末期まで朝鮮の君臣たちを悩まし続

けた大きな問題の一部分であることを確認することがで

きた。本報告は、中国史書に対して是正を要求した朝鮮の

是正外交の意味及び性格を分析したものである。 
一方、朝鮮の是正外交は特定の史書の入手を前提とする

ものであるゆえに、この事件は朝鮮の中国書籍の入

るいは書籍を通じた中国文化受容の一断面を理解する

糸口にもなる。 
朝鮮がはじめて問題を提起したのは、朝鮮太祖3年

(1394)海嶽山川に

ことを見つけた直後であった。朝鮮は即時解明の上奏をし

たが、是正されず、太宗3年(1403)『皇明祖訓』(1395年公

布)にも同一の誤謬を見つけたのである。以後是正を要求

する外交が繰り返され、明は是正することに合意したにも

かかわらず、正徳4年(1509)に編纂された『大明会典』巻

96朝貢1にも次のように『祖訓』の本文がそのまま載って

あった。 
 
“朝鮮

之” 
 

記記事が誤謬であることは間違いない。ただしこの記事

は朝鮮王朝にとって三つの点で重大な意味を持っている。 
(1)李成桂は附元派であり，したがって中華王朝の明のか

わりに胡族の元に事えた。(2)朝鮮王室は自己の先祖もろく

明かせない不孝を犯している。(3)朝鮮の建国は累代にわ

たっての反逆の結果で臣下に忠誠を要求する正統性を持
No.1 



てない。 
華夷論に基づく‘朝貢秩序’のなかで忠と孝を体制の基

本理念としている朝鮮王朝においてこれよりおおきい名

分

朝鮮の要求をほぼ受入れたこ

と

 
『大明会典』の是正要求が貫徹して以後、朝鮮がまたも

国史書の‘曲筆’に巻き込まれることになったのは光海

君

『續文獻通考』

(1

皇明紀略』 

3): (t)鄭元慶『廿一史約編』(1696年) 
 

ある。 

, b, c, d, e, f, g ,h ,i, q, r, t). 

殺害簒奪した。(l, m, n, 
o,

朝鮮においてこの問題がいかに深刻なものであったのか

を

の損失はなかったとしても言い過ぎではないであろう。

しかもこのことが朝鮮の正統性を保証する‘天子の国’の

基本法典のなかで記されていることはどうしても放置で

きない重大な事であった。 
この問題は朝鮮の執拗な外交のすえ、1587年の万暦改修

本『大明会典』(万暦15年)が
で一段落した。しかしながら明代には宋代のような史書

に対する私撰禁令がなかったので史書の私撰が盛行し、朝

鮮の建国史に言及した数多くの史書は『皇明祖訓』の記事

をそのまま踏襲した。この問題は清代にも引き続いて朝鮮

の君臣を苦しめたが、ほかにも仁祖反正、日本との関係、

党争に関する中国史書中の‘曲筆’も朝鮮の君臣にとって

は決してみすごせない問題であった。 
 

Ⅱ. 

中

6年(1614)のことで、以後朝鮮は前後5回にわたって20
種の史書に対して是正を要求した。 

(1) 1614年: (a)鄭曉(1499-1566)撰『吾學編』(1567年) (b)
雷禮(1505-1581)編『皇明大政記』 (c)王圻撰

603年) (d)馮應京『經世實用編』(1555-1606) (e)饒伸(万
暦11年進士)輯『學海巵言』 (f)王世貞撰『弇山堂別集』(1590
年) 史乘考誤 (g)黄光昇(1586年死亡)撰『昭代典則』 (h)
萬表(1498-1566)撰『灼艾集』(1555年以前) (i)李默(嘉靖年

間 獄死)撰『孤樹裒談』(1555年以前) (j) 伍袁萃『林居漫

録』(稿本、1608年) (k)劉仲達『劉氏鴻書』 
(2) 顯宗14年(1673): (l)『皇明通紀』 (m)『十六朝廣記』 

(n)『兩朝從信録』 (o)『皇明通紀輯要』 (p)『
(3) 英祖47年(1771): (q)朱璘撰『明紀輯略』(r)陳建撰『皇

明通紀』(1555年) 
(4) 純祖21年(1821): (s)『皇朝文獻通考』(1762年) 
(5) 哲宗14年(186

以上の史書の中で朝鮮が問題にした内容はつぎのよう

で

(A) 太祖李成桂は李仁任の息子として高麗王を弑害簒

奪した。(a
(B) 釜山はもと日本の領土であり、壬辰倭乱は朝鮮の君

臣が自招した禍である。(c, d, j, k). 
(C) 光海君の即位は不当である。(j, k). 
(D) 倭の壻である仁祖が光海君を

 p). 
(E) 朝鮮の大臣金昌集ら4人は逆謀の罪で処刑せられた。 
 
(A)の問題が朝鮮末期までつづいて挙論されてきたのは、

十分に示している。(B)と(D)の記事も同じく明らかな誤
「東アジ
、問題になった史書の刊行年度と問題を提起

し

、理解し難い場合もある。

特

Ⅲ. 
 
問題の史書が報告されるとすぐ非常対策会議が召集さ

た。中には中国の雑事・小説に対して一つ一つ対応する

必

謬であるばかりでなく、先王たちを冒瀆し王朝の正統性を

否定したので、朝鮮の君臣には默過できなかったものであ

る。一方(C)の場合は實際‘曲筆’ではなかったが、光海

君やその継承者の正統性を否定したものである。(E)の場

合は景宗時の朝鮮の報告をそのまま記録したものである

が、しかし四人の大臣の‘逆謀’とは景宗の世弟である英

祖が即位した後には、四人の逆臣が逆に忠臣となったので

英祖の正統性を主張する側から問題として提起されたも

のである。 
以上の内容は朝鮮の君臣としては十分問題にすべきも

のであったが

た時点を比べてみると、この問題の提起は単に曲筆に対

する糾弾と是正のためのみではないことが分かる。(1)の場

合『孤樹裒談』と『灼艾集』の時差は少なくとも60年以上

であり、『吾學篇』は約50年、そして朝鮮使臣との交遊で

有名な明末の大文章家王世貞の著作で中国ではほぼ家ご

とに所藏しているほど大流行した『弇山堂別集』はおよそ

25年、『昭代典則』はすくなくとも20年以上と推定される。

もっともはやく問題として提起されたのは未刊本の『林居

漫録』で、選者の自序年度とはわずか6年の差に過ぎない。

『經世實用編』も10年未満、王圻『續文獻通考』は11年、

『皇明大政記』(増補本)は12年の時差を示している。一方

顯宗14年(1673)以後問題となった『十六朝紀』のほか直接

関連した『兩朝從信録』はおよそ40年、朱璘『明紀輯略』

は76年、陳建『皇明通紀』(正確には沈國元訂『皇明從信

録』)は144年、『皇朝文獻通考』は27年、『廿一史約編』

はおおよそ167年も差がある。 
このような時差は、明清の史書禁輸の政策による中国史

書入手の困難な事情を勘案しても

に『吾學篇』・『昭代典則』・『皇明通紀從信録』・朱

璘『明紀輯略』等は、問題になる以前にすでに朝鮮に流通

していた明確な証拠もある。そして報告者は問題が提起さ

れた状況を検討したのであるが、その結果このような状況

とは例外なく何らかの政治的‘演劇’を演出せねばならな

い危機と葛藤の激しかった状況であることが明らかにな

ったと思う。なかんずく(4)の場合は、対中国貿易の不調を

打開するためのものであり、対中国貿易を事実上主導した

訳官に対する大規模な弾圧と関連したことであったので

ある。 
 

れ

要はなく、また是正のための外交には莫大な費用(賄賂

を含む)が必要になるので、‘無用の平地風波’を起こす

べきではないという主張も常にあった。しかし問題の提起

は政治的に必要であるという意図的なものであり、問題に

なった内容は朝鮮の君臣にとって名分上坐視することが

できないものであったので、結局強硬論が勝利し、是正を

要求するための‘辨誣使’が中国へ派遣されるのが慣例と

なった。朝鮮の要求は概して『明史』の編纂を分界として
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内容が変り、またこれに対する中国の措置もあい異なった。

光海君7年の朝鮮の要求は、(1)すべての‘曲筆’を刊正す

ること、(2)もしこれができなければ朝鮮の上奏文(詳しく

‘曲筆’のことが解明されていた)を天下にまわしてすべ

ての人にその真相を知らせること、(3)史館に命じて真偽を

明らかに判別した特別の記録を書き残し、今後‘国史’に

私撰の曲筆が巻き込まれることがないようにすること等

であった。朝鮮の要求に対し明側は、撰者たちはすでに死

亡し書籍もひろく伝播したので改正の方法がない、ただ

‘曲筆’部分を信じられないものという‘明旨’を下すな

らば、それは曲筆を破棄したことに他ならないものだとし

て(1)の要求を断り、上奏の抄文だけを史館に保管させ国史

纂修の資料とすることに止めて(2)の要求をも断り、ただ

(3)の要求をのみ許諾した。 
これがために朝鮮は清朝の『明史』の編纂に重大な関心

をもって、‘曲筆’史書の個別的な訂正刊行よりも、『明

史

‘曲筆’の是正外交が展開する過程の中で、清はむしろ

書禁輸の原則を挙げて朝鮮が問題の史書を入手したこ

と

』の朝鮮関係の記事が朝鮮の望む‘正筆’になるように

交渉を続けた。清側も『十六朝記』等の‘曲筆’を認め、

『明史』の完成後、‘曲筆’の是正された朝鮮列伝の頒示

を約束した(英祖2年、1726)。しかし雍正元年(1723)に完

成した『明史藁』の朝鮮関係の記事も依然として朝鮮が満

足できるものではなく、朝鮮は続けて交渉してようやく英

祖8年(1732)、概して満足すべき朝鮮列伝の謄本を公式に

入手することに成功した。だから英祖47年(1771)と哲宗14
年(1863)、古くなった太祖の世系を‘曲筆’した『明紀輯

略』・『皇明通紀』及び『廿一史約編』をまたもや挙論し

たのは、ただ問題をつくるためだけのいたずらなことに過

ぎなかったのである。とにかくこれに対して清は、『明紀

輯略』はもうすでに禁書となって銷毀されたし、『皇明通

紀』や『廿一史約編』も書肆からみえなくなったので改め

て刊正する必要がないと答えた。ただ各々学敎に対して、

朝鮮関係の記事は『明史』が標準であることを通報するこ

とを約束する一方、朝鮮が中国内の本を集めて問題の八字

をみずから訂正刊行することを許した。また『皇朝文獻通

考』中の四人の‘逆臣’を‘忠臣’に改正することを要求

したことに対して、清は問題記事の削除を約束し、その証

拠として改訂版一部を朝鮮に頒給した。 
 

Ⅳ. 
 

史

を問題にし、朝鮮を問責した場合もあったが、莫大な費

用と労力を消耗した朝鮮の是正外交は概して‘成功’であ

った。朝鮮が是正外交の反対論者及び問題史書の輸入者と

所持者を苛酷に処罰しながら、みずから満足すべき明史ま

で編纂したのは、‘曲筆’ということが朝鮮にとっていか

に深刻な問題であったのかを十分に現している。それはこ

れを問題にすることが、誰にしても積極的に反対すること

ができない、体制の存立につながる名分の問題であったか

らである。したがって是正外交が‘成功’した際、大いに

感激して中国へ感謝の使臣を派遣するなど大規模な慶祝
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そも経と

史

書の朝鮮‘曲筆’と朝鮮の‘辨誣’」（『五松李

範教授停年退任紀念東洋史論叢』、1993、原文ハングル）

討議内容】 
 「辨誣外交」と「是正外交」という用語の違いについ

なったのはいつからか？ 

味をどのように評価

・ 

があったのではないか？ 

・ たのか？ 

で

行事がつづき、特に君王に対する尊号を争って上奏したり

したのも当然のことであっただろう。しかし例えば光海君

8年の場合、尊号をめぐって5月から8月まで3ヶ月以上にわ

たって、ほぼ毎日(時には一日にも数回)繰り広げられた政

治劇、すなわち尊号の採納を懇請する臣下たちの‘忠誠’

とこれを繰り返し辞讓する君王の‘謙讓之德’との競争を

見ると、‘曲筆’是正の外交が全体として如何に‘空虚な

る政治の浪費’なのかを感じざるをえない。このような観

念的‘政治遊び’を媒介にして、体制の正当性が弁護し続

けられてきたことこそ、朝鮮の悲劇であった。 
一方このような観念的‘政治遊び’は、中国の史書禁輸

の政策とも関係あるものであると思われる。そも

は分離することができないものである。経なき史の世界

は典範が不在の‘禽獸夷狄’の世界であり、史なき経の世

界は発展と変化が停止した世界であるからである。然れば

中国が周辺民族に対し経を開放する一方、史への接近を原

則的に封鎖した意味は自明であろう。つまり中国からすれ

ば、‘中国的典範’に化石のように駆られた周辺民族は‘恭

順な藩臣’であるばかりで、‘威脅的隣國’にはならない

だろうと判断したのである。これはあくまでも現実の国際

政治であり、決して‘理念の遊び’ではなかった。自ら小

中華をもって自認し特に明朝の滅亡以後は‘唯一の中華’

を自負した朝鮮の君臣は、史が拒否されたことをいかに理

解したのであろう。‘曲筆’をめぐって展開された朝鮮の

是正外交は、朝鮮士大夫の歴史意識とともに、中国の史書

禁輸の政策に対して全般的な再検討をもうながすもので

ある。 
 
「明清史

公

は、群山大学校教授朴永哲氏によって翻訳され、「明・清

史書の朝鮮記事に対する朝鮮の是正外交」という論文名で、

国際シンポジウムの当日配布された。この日本語訳は、さ

らに推敲した上で、ＣＯＥ研究報告書（2004年3月予定）

に掲載する予定である。 
 
 
【

・

て 
・ 正徳『大明会典』の朝鮮記事に対して、朝鮮国内で問

題に

・ 是正外交が朝鮮で盛んになる背景・心情はどんなもの

か？是正外交の持つ対国内的意

すべきか？ 
清朝で言えば康煕年間に行われた「辨誣」には、発表

とは別の原因

・ 中国の各国に対する書物対策は、国ごとに違うのか？ 
訳官の中国史教育は何に基づいてなされ

・ 現代における外交でも、例えばアメリカと日本におけ

る外交などにおいて、相似た「辨誣外交」があるの

はないか？ 
No.1 



 

 

 

＜２月２３日（日）＞ 

末不纏足会再考 

近代中国における女性解放運動の幕開けと

て描かれてきた。しかし近年欧米では纏足文化の復権と

も

 

 

 
 
清
 
高嶋 航 
 
纏足解放は

し

いうべき研究が主流を占めつつあり、纏足解放の位置づ

けも自ずと見直しが求められている。たとえば纏足が陋習

だと自明視する観点からは、纏足が本当に解放されねばな

らない陋習だったのかという根本的な疑問は浮かんでこ

ない。また女性解放運動の一端と解釈してしまうことで、

纏足解放がこの時期、このような形式で展開されねばなら

なかった背景、関係者の意図、政治的意義などがほとんど

考慮されてこなかった。また纏足解放に関して言えば、欧

米と中国の研究にあまり接点がなく、纏足解放の様々な試

みもまだまだ十分に跡付けされていない。本報告では以上

の問題意識に留意しつつ、不纏足会成立に至るまでの欧米

人、中国人による纏足解放の試みを丹念に追ってみた。 
 欧米人による纏足解放の試みは、初期には女子学校を舞

台に展開された。運動の主要な担い手はプロテスタントの

（とりわけ女性）宣教師であった。女子学校は1844年に

アルダーシー(Mary Ann Aldersey)が寧波に創設したもの

を嚆矢とするが、実際には1850年代から徐々に設立され

るようになった。1860 年代になると纏足を明確に禁止す

る学校が現れはじめる。しかし当時の学生は社会的地位の

低い者ばかりで、捨て子もかなりの割合を占めたから、禁

止に対する反対も後の時代に比べれば大きくはなかった。

その結果、社会的影響もほとんどなかった。1880、90 年

代には、教会では士大夫の間に影響を及ぼそうという姿勢

が強まり、福音から社会福祉に重点が移される。教派の会

議で纏足がとりあげられ、纏足反対の会が各地で作られる

ようになるのもこの頃である。1890 年代半ばまでの教会

主導による纏足解放運動は、キリスト教徒のみを対象とし

たものであり、社会的影響は依然少なかった。それでも一

部の中国人知識人たち、康有為、鄭観応らは欧米人の運動

の影響を受けて纏足に反対する態度をとっていた。しかし

まだ個人的な試みに止まり、社会的運動にはならなかった。

 中国人によっても纏足反対の試みは行われていたが、実

際の行動には結びつかなかった。太平天国における纏足禁

止は有名ではあるが、清末の纏足解放論者はそれを纏足の

解放者としてではなく迫害者として記憶していた。1883
年に康有為が創ったとされる不裹足会は纏足解放運動の

嚆矢とされるが、友人間の約束以上のものではなく、後世

の不纏足会のような組織ではなかったと推測される。個人

的に纏足に反対するものも各地にいたが、局地的な活動に
「東アジ
性を中心に組織された。従来の教会の

意気

討議内容】 
 纏足について、いつからはじまったのか？また何故は

か？ 

・ 慣習及びその禁止に対する

来するの

・ 

域と湖南地域） 

 

終始していた。こうした状況に転機をもたらしたのは天足

会の創設である。 
 天足会は 1895 年 4 月にイギリス人リトル夫人（Alicia 
Little）ら欧米人女

運動とは一線を画し、キリスト教徒であるか否かを問わず、

中国の纏足女性全てを対象とした。活動内容は政府高官へ

の働きかけ、印刷物の出版、講演会の開催、新聞への投稿

などであった。従来の「大足」に代わって「天足」という

言葉を作り、纏足解放後の女性の理想像を提示した点は天

足会の大きな貢献であった。天足会の直接的影響のもと、

中国人による戒纏足会が誕生し、これが不纏足会の起源と

なる。梁啓超は不纏足会の起源を論じた際に、四川や広東

で中国人が組織した戒纏足会を取り上げるが、それが天足

会の影響によったものであるとは一言も述べない。 
 不纏足会は1897年6月に上海で設立された。従来の戒

纏足会、天足会とはあえて異なる名称を使用した点に

込みを感じることができよう。実際、同会は短期間のうち

に急成長を遂げ、全国の知識人の間に大きな影響を与えた。

この時期、不纏足会という形で纏足解放運動が展開した原

因はいくつか考えられる。纏足は日清戦争の敗北や瓜分の

危機という国家の非常事態をもたらした要因とされ、知識

人が公に取り組むべき課題となった。また戊戌維新期に結

社の禁令が事実上ゆるみ、不纏足会という形で公開活動が

可能になった。新聞・雑誌などメディアの急速な発展は全

国的な組織の運営を可能にした。従来教会の枠に収まって

いた欧米人の纏足解放運動が天足会の設立でその枠を抜

け出したことも大きな契機であった。極めて政治的な運動

と連動して纏足解放運動が展開されたことは、運動の発展

をもたらしたが、またそれは政治的原因によりあっけなく

挫折するという「もろさ」をも併せ持っていた。それは欧

米人による「文明化」「キリスト教化」「近代化」としての

纏足解放運動と比較した際に際立つ特徴である。それは欧

米人による運動に大きな影響を受けてはいるものの、断絶

面も多い。不纏足会のさらなる位置づけ、とりわけ戊戌政

変以降の纏足解放運動との関係については今後の課題と

する。 
 
 
【

・

じまったの

・ 纏足は、結局誰が解放したと言えるのか？ 
インドにおけるサティの

反応との比較の問題。それらの違いは何に由

か？ 
纏足開放運動の地域差はどのようなものか？（例えば

上海地

・ 西洋人による解放運動に対して中国人はどのように

感じていたのか？ 
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朝鮮人の眼から見た中国の運河風景 
崔溥『漂海録』を中心として－ 

期、朝鮮人崔溥が朝鮮李朝国王成宗の命によ

著述進呈した『漂海録』は、運河の行程を記録した朝鮮

人

国と日本、アメリカなど

事柄・土地・人物、すべてのものが新鮮で

―
 
范 金民 
 

15 世紀末

り

による明代最初の日記であり、朝鮮人の口を通して、当

時の明代社会の政治・経済・文化・交通と生活習慣といっ

た各方面の状況が映し出されており、とりわけ運河の交通

とその沿岸の風景の記録は、非常に貴重で豊富な資料と学

術価値を備えていると言える。 
 『漂海録』という書物は、長い間中国の学者にはあまり

知られていなかったが、しかし韓

の学者は、これに比して研究も多く、豊富な成果があり、

ここ 10 年来、中国の学者もこの書物に対して非常に優れ

た詳細な研究を行ってきた。しかしながらすでにあげられ

た成果の大部分は、『漂海録』そのものと作者崔溥その人

の研究に集中しており、崔溥の前後に運河を通過した人間

の記録と比較することはできていないし、また崔溥が通過

した地域の地方文献を利用することもできていないし、さ

らに言えば関係する明代の制度と崔溥が書き記したこと

とを結びあわせて論ずることもできておらず、これでは崔

溥及び彼の『漂海録』に適切な評価を下すことは難しい。

そこで『漂海録』が書き残す広大な空間について一歩進ん

で検討する。 
 中国側の官僚や日本の朝貢使節に比べて、運河を通過す

る彼にとって、

あり、そのため彼にとって目の当たりにしたものはすべて

が興味深く、至る所で注意を払い、こまやかに観察し、あ

れこれ比較して自分の評価を下している場合すらある。崔

溥が運河上について書き記した地名は、600 以上に達し、

その内には駅站が56、鋪が160余、閘が51、逓運所が14、
巡検司が 15、浅が 19、橋梁が 60 余記されている。これ

は注目するに値するであろうが、策彦といった朝貢使節が

書き残した物や、後世商用路程書物に大きな影響を与えた

嘉靖14年の『図相南北南京路程』などは、地名を300ほ

ど記載しており、運河の交通事情の記載についてはかろう

じて『漂海録』に比肩しうるが、しかし鋪については全く

記録がない。明代後期に中国の商人によって商用目的に編

纂された路程書は、ただ日常生活用に作られている。隆慶

四年の黄汴『天下水陸路程』は、地名と里程を載せ、駅站

と閘の名前を中心に記しており、その数は少なくない。し

かし浅はわずかに１箇所、その他にいたっては扱っていな

い。天啓六年の憺漪子『天下路程図引』は、同様に地名と

里程を載せ、駅站と閘の名前だけを記し、その数も崔溥の

記載に匹敵し、何箇所か巡司についても記載しているが、

しかし具体的な名称は挙げず、鋪、逓運所等は全く記載し

ていない。総合的に見て、崔溥の前後、また中国人である

と日本人であるとを問わず、運河沿いの交通事情について

の当時の人々の記載で、崔溥の『漂海録』ほど詳細かつ具
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的に系統立って反映している。彼は運河上の駅站

総

体的なものは、未だ嘗て存在しなかったと言ってよいであ

ろう。 
 崔溥の『漂海録』は、まず明代中期の運河全体の交通状

況を全面

について地理的分布とその管理の人員について記録し、こ

れらについては、葛振家の研究がすでに言及している。し

かし彼は崔溥の記録のみに依拠しており、制度上の規定と

駅站の具体的な状況とを結びつけて考察を行っておらず、

明代運河の駅站の基本的な実態を明らかにするまでには

至っていない。崔溥は基本的には通過した駅の具体的な状

況を記載してはいないが、しかし記録されている駅名に基

づいて、地方レベルの文献を参照すれば、これらの駅の当

時の実態をあらまし知ることができるであろうし、運河上

の駅の時代的変遷を知ることもできるであろう。崔溥に前

後して、運河を通過した人間で、運河沿いの鋪について記

録した者はいない。この点は、『漂海録』のその他の水路

路程書の類に比べて顕著な特徴であり、今までの先行研究

では全く触れられていない。崔溥の鋪に対する見聞や記録

は、完全なものではなく、場所によっては書き落としてい

ることも多い。しかし大体においては運河沿いの急逓鋪設

置の基本的状況を映し出しており、それらは各地方レベル

の文献に登録されている。崔溥は運河上にある水量を調節

し漕運を効果的に行う閘門について詳細に記録した。彼は

運河沿いの逓運所を見て記録している。これは基本的に同

類の書籍には記載されておらず、現代の研究者の先行研究

もまだ言及していない。崔溥は運河沿いの巡検司を見て記

録した。彼はまた浅も少なからず記載したが、現在まで研

究者の注意を惹いていない。崔溥は洪の迫力ある様とそれ

を通過したときの驚くべき経験を生々しく記載している。 
崔溥は通過した多くの堤塘を記録し、大部分が実際と一

致する。彼は運河上の堤・壩・堰・閘といった交通施設を

合的に記述し、明代の運河交通の状況をかなり具体的に

描写している。もとより、初めて運河を通過した外国人の

個人の手になる著作であり、慌ただしく通り過ぎているの

で、記載漏れの所があったり、記載に食い違いがあるのは

免れがたいし、また中国側の護送役人の話だけを根拠にし

た地名もあり、確かめようもなく、間違いも犯しやすい。

以上のように、崔溥は『漂海録』の中で、行程中絶えず注

意を払って運河の交通を観察し、まだ先人が注意しなかっ

たりあるいは、慣れて日常的なあまり記載しなかった、駅

站、急逓鋪、浅鋪、逓運所、巡検司及び堤・閘・堰・壩・

橋・渡・塘といった多くの運河上の交通施設の内容につい

て記録した。これらの交通施設には先の人間の記録には見

えず、また後の人間の記載にも見えず、崔溥が通過した時

期にしか存在しなかったものがあるのである。これらの内

容に基づき、関係ある文献とくに地方レベルの文献の記載

と結びつけ、崔溥に前後する同類の記述と対照すれば、明

代中期特に１５世紀後期の運河交通の基本的状況を解明

できるだけでなく、明代の交通特に運河交通の施設がどの

程度整備されまた荒廃していたか観察することができる。 
 崔溥一行は運河を通過し、運河の経済・文化交流と運河

沿岸の城鎮の様子を系統的に且つ完全に描写した。これら
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は崔溥『漂海録』より以前、また以後も非常に長きにわた

って同類の著述が記載しなかったところであり、そのため

いやまして貴重であり、頗る価値は高い。運河沿いに一路

北上して以降は、運河上の各地の城鎮に対する彼の個々の

描写には満足がいかないが、これは運河の南北風景を継続

的に書き表すというのが彼の全体的な考え方だからであ

る。彼は長江を南北の区切りと見なし、その差違を総合的

に論じた。彼は南から北へ運河を通過し、道中江南と江北

の差違を比較し、個々の城鎮の差違にすら及び、運河の南

北にある市井の様子、住宅の水準、飲食生活、衣服、文化

程度、容貌身なり、葬儀の習慣、宗教と信仰、農業工業商

業の態度、それらの従事レベル、生活様式、生活用具、水

利資源の運用といったものに対して、具体像を論述してお

り、明代中期の運河沿岸の市井の様子を描いた一幅の絵巻

物が生き生きと現在の我々の前に広がるのである。 
つまるところ、運河の市井の様子について、その見方は

総合的で、系統立っており、統一性を持っており、崔溥『漂

海

たり、范金民教授より書き

ろしの原稿「朝鮮人眼中的中国運河風情―以崔溥《漂海

討議内容】 
 崔溥は中国に来る前にどの程度の知識を仕入れてい

影響を与えていると考えられるか？ 

・  

録』はただ時代的に最も古い物であるだけでなく、明代

の同類のものの中でも唯一のものであるといえる。明代中

期とりわけ 15 世紀後期における運河沿岸の市井の風景を

はっきりと眼前に浮かぶように描写しただけでなく、また

運河沿岸における経済文化、社会生産、生活習俗、城鎮の

風景といった当時の人々の貴重な資料を提供し、これらは

運河文化研究において不可欠の重要な内容なのである。 
（この一文は京都大学文学研究科ＣＯＥプログラムの一

つ「東アジアにおける国際秩序と交流の歴史的研究」の為

に執筆した。2003年2月） 
 
 今回の国際シンポジウムに当

下

録》為中心」が送られ、研究発表の際に配布された。これ

はほぼそのままＣＯＥ研究報告書（2004 年 3 月予定）に

掲載する予定である。 
 
 
【

・

たか？ 
・ 崔溥の知識や当時の朝鮮における対中国観が、どの程

度記述に

・ 『漂海録』に見える中国北部の治安の悪さは、劉六・

劉七の乱や後期倭寇と関係があるのか？ 
・ 寺社参拝や旅行関係の記述は見られるか？ 

オランダ人の同類の記録との差異について
 

「東アジ
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◆研究会補佐員 
岡本弘道（ＣＯＥ研究員） 
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平成 15 年度活動予定 
 

 

第三回研究会のお知らせ 

２００３年６月２１日（土） １４：００ ～ １７：３０ 

場所：文学研究科・東館４階・ＣＯＥ会議室 

文学研究科教授 杉山正明氏 

「モンゴル命令文の世界 ― ヴォルガからの手紙・ローマへの手紙」 

 

ラファイエットカレッジ（アメリカ合衆国）助教授 ポール・バークレー氏 

「日本人植民地者と原住民の交流問題 

― 台湾の『蕃界』における通事と通訳をめぐって」 

（日本語による報告。若干の通訳あり。） 

 

 
＜ウェブサイトのお知らせ＞ 
 本研究会では、研究活動の概要をウェブサイトにて随時公開しております。 

ニューズレター共々お読みいただけると幸いです。ＵＲＬは以下の通りです。 

http://www.hmn.bun.kyoto-u.ac.jp/asorder/ 
 
 

 
【事務局】 
〒606-8501 京都市左京区吉田本町京都大学文学研究科夫馬研究室 

TEL.  075-753-2831 

FAX.  075-761-0692（京都大学文学部） 

E-mail asorder-hmn@bun.kyoto-u.ac.jp 

URL  http://www.hmn.bun.kyoto-u.ac.jp/asorder/ 
 

 

岡本 弘道
【事務局】〒606-8501 京都市左京区吉田本町京都大学文学研究科夫馬研究室TEL. 075-753-2831FAX. 075-761-0692（京都大学文学部） E-mail asorder-hmn@bun.kyoto-u.ac.jpURL http://www.hmn.bun.kyoto-u.ac.jp/asorder/
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